
 

北栄町自治会長会 

 

日時　令和８年１月２７日（火）午後３時５５分～ 

場所　大栄農村環境改善センター多目的ホール　 

日　程 

１　開　会 

2　町長あいさつ 

3　自治会長・町幹部職員紹介 

４　自治会長会役員の選出について 

　　　　会　 長（1 名） 

　　　　副会長(2 名) 

　　　　評議員（６名） 

 

５　協議及び連絡事項について 

 

（別紙一覧表のとおり） 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　 

 
６　その他 

（1）　４月自治会長会・・・令和８年４月２７日（月） 

     　　 〔会場：大栄農村環境改善センター〕 

*下記開催時間は予定です。 

午後２時３０分～午後３時２０分　　　自治会長会研修会（予定） 

　　　　　　　午後３時３０分～午後５時００分　　　自治会長会 

　　　　　　 　※評議員会…４月上旬に開催予定です。 

     

 

７　閉会 

 



 

 

担当課 題名
資料
番号

提出期限

総務課 自主防災組織（自治会）へのお願い 1

交通災害共済加入のとりまとめについて 2 3/6（金）

福祉課 民生児童委員との連携について ※ 3

こけないからだ講座開催について 4

認知症サポーター養成講座開催について 5

観光交流課 空き家情報バンクに利用する自治会情報の提供について 6

地域整備課 消火栓の使用について 7

環境エネルギー課 間違えやすい再生資源等の分別について 8

軟質プラスチック回収の中止について（東宝ストア由良店） ※ 9

リチウムイオン電池等の分別回収について ※ 10

生涯学習課 生涯学習出前講座について 冊子

自治会長会 各種委員会等への委員選出（あて職）について 別紙

※＝昨年同時期になかった議題

議題一覧



【総務課】資料 No.1 １ 自主防災組織（自治会）へのお願い 

 

○災害発生後は、ただちに自治会住民の救出・安否確認を 

     ※深刻な災害では、早急な「公助」は期待できない。 

○災害時避難所、自主避難所に自治会集会所の活用を 

     ・一部経費の助成制度があります。 

○自治会住民を対象に定期的に避難訓練の実施を 

     ・一部経費の助成制度があります。 

（自治会長が交代された自治会） 

○自主防災組織に関すること、防災関連事務の引継ぎを 
 

・自主防災組織を設立しませんか。･･･総務課がお手伝いします。 

・自治会に防災士を配置しませんか。･･･研修受講費を補助します（研修は秋ごろ） 

  次の自治会には「防災士」がいます。訓練等の際は、防災士に協力を依頼してください。 

   江北、国坂、国坂浜、田井、土下、北条島、弓原浜、下神、みどり１区、向山団地、中央団

地、みどり西、国坂東、さつきケ丘団地、みどり２区、西園、六尾、瀬戸、大島、亀谷、東

亀谷、下種、西高尾、由良宿１区、由良宿２区、緑ケ丘団地、妻波、大谷、比山（令和 7年

12月末現在） 

 

２ 交通災害共済加入の取りまとめについて 

 

（１）自治会にお願いすること 

  ・自治会内にチラシの配布、「放送」等で広報をしていただくこと 

  ・加入申込みのとりまとめをしていただくこと 

 

（２）とりまとめ期限等 

  ・提出期限 令和８年３月６日（金曜日） 

  ・提 出 先 大栄農村環境改善センター（庶務受付）又は北条支所 

 

（３）その他 

  ・加入申込ハガキは 2月中旬、各家庭に郵送します。 

  ・チラシは 1月末の全戸配布で、とりまとめ様式等は、2月中旬に自治会長に郵送します。 

  ・加入された方へは「加入者証」を 5月上旬に郵送します。 

  ・加入とりまとめ経費として、自治会に 1人当たり 80円を 8月中旬にお支払いします。 

 

１及び２の問い合わせ先  総務課情報防災室（電話 37-5862） 

 

【総務課】資料 No.2 
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民生児童委員等との連携をお願いします 

 

 

　令和７年１２月より、民生児童委員の一斉改選に伴い、各自治会の担当民生

委員が変更となっている地域があります。（裏面参照） 

地域で活動を行う民生児童委員には、自治会との連携が不可欠です。特に、

複数の地域を受け持つ民生児童委員は、自分の住んでいない地域の情報が入り

づらくなりますので、住民の異動や困りごとなど、地域の情報に関する相互の

連携をお願いします。 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【民生児童委員】 

　　民生児童委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、福祉に

関するボランティアとして活動を行っています。民生児童委員は、管轄地域

内一円を対象として、一人暮らし高齢者や障がい者等への訪問・相談などを

行い、つなぎ役として地域住民の困り事などを関係機関に伝えます。 

　　ひとりで全てを見守ることは困難なので、自治会長や地域の福祉に関する

委員等と連携しながら、住民が安心して暮らすことができるよう、地域の実

状に応じた活動を行なっています。 

 

【福祉推進員】 

　　北栄町社会福祉協議会の委嘱で、概ね５０世帯に１名選出されています。

自治会のいきいきサロンなど、地域の福祉向上に向けた活動などを担ってい

ます。 

 

【愛の輪協力員】 

　　見守りの必要な独居高齢者などについて、本人の了解のもとに近隣の普段

から見守りできる方を協力員として選出します。北栄町社会福祉協議会に届

け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 
（担当）福祉課　福祉支援室　菱井 

電話：３７－５８５２　

 
【福祉課】資料 No.3

地域の福祉に関する委員等 
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 北栄町民生児童委員一覧 

※主任児童委員は児童を対象として主に活動し、町内全域を担います。

 管轄自治会 新 民生委員氏名 管轄自治会 新 民生委員氏名

 民生児童委員

 江北 磯江　睦美 西園 浅田　欣二

 江北浜、小河原団地 友定　修一 東園、東園浜 廣芳　洋一

 東新田場、西新田場 磯江　弘美 六尾、六尾北団地 新 小谷　康子

 国坂 野嶋　政晴 瀬戸 新 田中　惠子

 国坂浜 浅井　珠美 原、穂波 新 田中　百合子

 大野、山西 山根　康夫 大島、西穂波 福光　睦子

 田井 新 柿本　誠 亀谷 新 下城　良一

 土下、中央団地 新 林　俊一 東亀谷 新 助谷　真登

 米里 新 田村　幹雄 上種、茶ヤ条、下種 藤井　明美

 北条島、向山団地 新 東地　和子 西高尾、東高尾 柿本　弘道

 北尾、駅前 新 山田　美紀子 岩坪、高千穂 古谷　好則

 弓原、弓原浜 三谷　紀子 由良宿１区 重信　眞也

 下神 新 牧田　和秋 由良宿１区 清水　史枝

 松神 新 浜根　智子 由良宿２・４区 岩本　昌樹

 曲 新 谷口　喜子 由良宿３区 西村　文伸

 みどり一区 杉上　潤子 由良宿５・６区 河口　梨奈

 みどり西団地 津村　洋惠 由良宿２・７区、緑ヶ丘団地 田中　律子

 みどり南団地、さくら団地 駒井  文男 妻波 新 山下　伸明

 国坂東、国坂中団地 寺方  弘美 大谷 飛川　みゆき

 さつきヶ丘団地 黒瀬　美佐子 大谷 中原　秀俊

 みどり二区 新 山﨑　弥生 別所、比山、青木、二子塚団地 田中　達弥

 主任児童委員 　

 全町 森田　清子

 全町 遠藤  万里子

 全町 小椋  照良
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「こけないからだ体操」を続けて
　　　　　　　　　　　　　　　　元気に過ごしましょう!!
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長方形

kajigase
テキストボックス
【福祉課】資料No.4



r-yamaguchi
テキストボックス
５




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆なにか特別なことをする人ではありません。認知症 

について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や 

家族に対して温かい目で見守っていただく、地域の 

「応援者」です。

◆認知症に関する基礎知識の習得、認知症の人に接するときの心構え、 

家族への支援のあり方、認知症予防など、1 時間～1 時間 30 分程度 

の講座を受けていただきます。 

◆地域包括支援センターへお申込みください。 

◆会場や日時の設定は、集まりやすい場所、時間などを相談のうえ、 

決めさせていただきます。 

【お問合せ・申込先】 

北栄町地域包括支援センター 

北栄町由良宿 423 番地 1（北栄町役場大栄庁舎内） 

　　　　　電話　３７－５８５０　　ＦＡＸ　３７－５３３９

北栄町では 75 歳以上の 5 人に 1 人が認知症と診断されています。 

認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けるためには、　

地域全体で認知症について正しく理解していくことが重要です。

【福祉課】資料 No.5
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※移住者に向けての情報提供をお願いします。

〇〇自治会                         　　　

世帯数 世帯 人口 人

小学生未満 人 中学生数 人

小学生数 人 高校生数 人

自治会長任期 年間 自治会費 円／年

班費 円／年 班数 班

可燃ごみ 曜日

その他

公園 トイレの有無

神社 神社費 円／年

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月 総事（草刈）

スポーツ大会

【記入例】
■その他
　自治会所有林での山菜取り可能
　各部（総務部、産業部、体育部、厚生部あり）任期1年
■自治会長からのコメント
空き家に入居される場合、自治会への加入をお願いします。
近隣自治会員との付き合いを円滑にするため。　　など

　　　曜日　　時～　　曜日　　時までの間持込可能

令和　年　　月　　日現在

自治会総会

総事（草刈）

クリーン作戦

運動会

自治会活動

自治会情報の聞き取り内容（例）
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 【地域整備課】資料 No.7   

 

消火栓による消火訓練の届出について 

（水道事業からのお願い） 

 

  ●消火栓を使用される場合は、必ず使用届の提出をしてください。 

   （様式は別紙のとおり。） 

 

  ●複数の消火栓を一度に開栓されると次の事が発生しご迷惑をお掛けする

原因となります。 

 

① 付近水道管の水圧が低下します。 

（過去に消火栓付近の家の水道が出なくなることがあった。） 

② 付近水道管の水圧変動による濁水の原因となります。 

③ 複数の地区で同時に使用すると、一度に大量の送水が発生し、配水池の

緊急遮断弁が大規模漏水と判断し作動して、復旧作業のため職員の出動

が必要となります。 

（過去に由良地区では何回か発生し、給配水が停止する恐れがあった。） 

   

◇ 消火栓ご使用時の注意事項 

  消火栓をご使用の際は、次の事にご注意ください。 

・消火栓を開閉する場合は、急に開閉しないで、ゆっくりと開閉してください。 

  ・放水時には、複数の消火栓を同時に使用したり、一時的に大量の水を長い時間放水

しないでください。 

  ・使用後は、止水の確認を行い、漏水がないことを確認してください。 

  ・消火栓の使用によりその地域の水道水が濁ったり、水圧が低下する場合があり、地

域の皆様にご迷惑をお掛けすることがありますので、事前に周辺の方に周知してか

らご使用ください。 

●同日同時刻に複数の自治会の使用がある場合は、消火栓使用を制限（不許可）する

ことがあります。【制限する場合は、届出順とします。】 

 

※ 使用される場合は、1か月前までに届出してください。 

 

   《届出様式》 「消火栓使用届」 別紙のとおり 

  《届 出 先》 北条支所 総合窓口室 

大栄庁舎 総務課 情報防災室 

     地域整備課 上下水道室 水道担当 

                     電話 ３７－３１１８ 

 

・消火栓は消防水利または訓練及び点検以外の目的で使用できません。 

・水路の清掃を目的とした使用は絶対にしないでください。 
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第16条関係

北栄町水道事業

北栄町長　手　嶋　俊　樹　様

申請者 北栄町

住 所

氏 名

住 所

氏 名

TEL

使用目的

使用場所

使用日時 ～

■　消火栓ご使用時の注意事項

　消火栓をご使用の際は、次のことにご注意ください。

・　使用後は、止水の確認を行い、漏水がないことを確認して下さい。

使 用 者

備考

年 月 日 ： ：

●同日同時刻に複数の自治会の使用がある場合は、消火栓使用を制限（不
許可）することがあります。【制限する場合は、届出順とします。】

・　消火栓を使用することにより、その地域の水道水が濁ったり、水圧が
低下する場合があり、地域の皆様にご迷惑をお掛けすることがありますの
で、事前に周辺の方へ周知してから、ご使用下さい。

・　消火栓を開閉する場合は、急に開閉しないで、ゆっくりと開閉して下
さい。

年　　　月　　　日

北栄町

消 火 栓 使 用 届

・　放水時には、複数の消火栓を同時に使用したり、一時的に大量の水を
長い時間放水しないで下さい。

　北栄町水道事業給水条例第16条に基づき、次のとおり消火栓を使用しま
す（した）ので届けます。

記
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　各ごみ収集所において、収集用のネットやコンテナへの入れ間違いがよくあります。

間違ったネット・コンテナに入っていたり、混在している場合は収集されず取り残しとなります。

間違えやすい再生資源等について、正しい出し方を確認しましょう。

  ※分別の詳細については、各家庭に配布している冊子「ごみの区分と出し方」や町ホームページ等でご確

　　　認ください。

〇緑のネットに入れるもの

ペットボトル

※ラベルとキャップを外し、洗って出してください。

汚れているものは回収できません。

きれいなものはペットボトルとして

再利用が可能になります。

〇青のネットに入れるもの

発泡スチロール・白色トレー

※汚れているものは回収できません。

原則、白色トレーのみの回収します。

爪楊枝が簡単にさせるものが発泡スチロール

発泡スチロールマーク トレーです。

〇黄色のコンテナに入れるもの

スプレー缶

※使い切ってから、風通しの良いところで穴を

開けて出してください。

缶が錆びていても、スプレー缶専用の

黄色いコンテナに出してください。

北栄町ホームぺージにも掲載しています⇒

間違えやすい再生資源等の分別について

【環境エネルギー課】No.８
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〇緑のコンテナに入れるもの

小型家電

※青のコンテナ（不燃ごみ）に出されている

ことがあります。

〇赤のコンテナに入れるもの

有害ごみ

※「乾電池」「蛍光管」「充電池一体型製品」

令和８年７月から「充電池式電池」も有害ごみ

として出せるようになります。

それぞれを分けて出してください。

各ごみ収集所に補助標識を配布しています

ので、ご活用ください。

※充電池が外せる場合、外した製品は小型家電として緑のコンテナに出してください。

充電池用の赤色コンテナ、補助標識は令和８年７月までに各収集所へ配付する予定です。

〇布団・カーペット類、綿の入った衣類、下着類

　再生資源の日ではなく、ごみ袋に入るものは可燃ごみの日に、入らないものは可燃性粗大ごみの日に

出してください。

　町リサイクルステーション（大栄農村環境改善センター南側、旧北条庁舎消防車庫横）には出せません。

〇水銀使用製品（体温計、温度計、血圧計など）

　ごみ収集所では収集できません。大栄庁舎環境エネルギー課又は北条支所総合窓口へ割れないよう

箱等に入れてご持参ください。

〇傘

　傘の骨と布地に分解して、

骨部分は「不燃ごみ」、布地（ビニール）部分

は「可燃ごみ」で出してください。

　その他の不明な分別については環境エネルギー課までお問い合わせください。　TEL　0858-37-3116

温度表示部分が銀色のもの

補助標識

「不燃ごみ」

「可燃ごみ」
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軟質プラスチックの回収場所変更のお知らせ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

●回収場所・時間 ※回収場所によって時間が異なります。 

・お店の協力で軟質プラスチックを回収することができています。 

「きれいに」を意識して、ごみを減らしましょう！ 

・回収ボックスの周辺に放置するのはやめましょう。 

・汚れているものは可燃ごみとして出してください。（リサイクルできません） 

【問合せ先】北栄町役場 環境エネルギー課 生活環境室 

                            電 話：0858-37-3116  

                            メール：kankyou@e-hokuei.net  
 
 

 回収場所 時間 回収日（※は閉鎖日）
 

コメリハード&グリーン北条店 9:00～19:00
毎日（12/31 は 18:00 まで） 
※1/1、1/2 は閉鎖

 鳥取県生活協同組合 
（ココステーション）

12:00～19:00
火曜日～金曜日（祝日も回収） 
※12/31～1 月第 1 週は閉鎖

 町リサイクルステーション 
（旧北条庁舎消防倉庫横）

8:30～18:00
毎日（祝日は閉鎖） 
※12/29～1/3 は閉鎖

 町リサイクルステーション 
（大栄農村環境改善センター南側）

8:00～18:00
毎日（祝日も回収） 
※12/29～1/3 は閉鎖

●東宝ストア由良店 

12/20（土）～1/12（月・祝）回収を中止します。 

1/13（火）～1/30（金）16 時まで回収します。 

1/30（金）16 時をもちまして回収を終了します。 

東宝ストア由良店近くでは大栄リサイクルステーシ

ョンが利用できるほか、下記回収場所でも引き続き

回収しています。

裏面あり

【環境エネルギー課】資料№９　
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●出すときの注意点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軟質プラスチック類の分け方・出し方 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  きれいな状態で出してください！

・必ず、専用の回収ボックスへ入れてください。 

・回収の対象は、家庭から出る軟質プラスチックです。 

・汚れのあるものは、洗って水気を切り、きれいな状態で出してください。 

・汚れが落ちにくい場合は、「可燃ごみ」で出してください。 

※汚れているものは、においが発生し周囲の環境を悪くします。 

ルールが守られない場合は回収を中止する場合があります。 

・軟質プラスチック以外のものを出さないでください。 

・回収は原則 1 日 2 回行いますが、回収ボックスがいっぱいの場合は、 

持ち帰っていただき、次の機会に出してください。 

・回収ボックスに入れる時は持参した袋から出して入れてください。 

・一度に大量に出さず、なるべくこまめに出してください。

◎回収ボックスへ入れてください

お菓子、パン等の包装類 納豆等の容器類

たまごパック カップめん容器

弁当・惣菜等の容器類ペットボトルラベル

このマークが
目印です
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（令和８年度は7月・11月・2月）

詳しくは以下をご確認ください。

〇回収する電池の種類

発火の危険性があるので、膨張したり、変形

したものは役場窓口へ出してください。

（大栄庁舎・北条支所）

車のバッテリー（鉛蓄電池）は回収しません。

専門業者へ処分を依頼してください。

〇充電池の出し方

・ 有害ごみの日（７月、１１月、２月）に、別のコンテナに分別して出してください。

・ 令和８年４月以降に新たな有害ごみコンテナ（赤）と補助標識を各収集所に配付する予定です。

・

〇絶縁処置

※+極、－極をビニールテープ等で絶縁してください。

〇庁舎前でのボックス回収も行う予定です。

・設置場所　

大栄庁舎　正面玄関横

北条支所　正面玄関

・回収方法

新たに有害ごみ回収ボックス横に充電池専用の回収容器を

用意します。

（JBRC加盟店への持ち込みも引き続き可能です。）

全国的に発火などの事故がおきている充電式電池について、これまではJBRC加盟店に持ち込ん
でいただいていましたが、令和８年度から有害ごみとしてごみ収集所でも回収を行います。

電池はなるべく使い切っていただくほか衝撃を与えないことや絶縁処置をするなどして火災にな
らないようご注意ください

有害ごみ回収ボックス

問合せ先

環境エネルギー課　TEL　0858-37-3116

【環境エネルギー課】No.10
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